
（平成２２年３月３１日報道資料抜粋）

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 4 件

厚生年金関係 4 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 15 件

国民年金関係 3 件

厚生年金関係 12 件

年金記録確認長崎地方第三者委員会分

年金記録に係る苦情のあっせん等について



                      

  

長崎厚生年金 事案 529 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認められる

ことから、申立期間に係る脱退手当金の支給の記録を訂正することが必要で

ある。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和８年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： ① 昭和 26 年７月９日から 28 年 11 月 12 日まで 

② 昭和 30 年２月 21 日から 32 年 11 月１日まで 

③ 昭和 32 年 11 月１日から 33 年２月 22 日まで 

申立期間について、厚生年金保険の加入記録を社会保険事務所（当時）

に照会したところ、脱退手当金が支給されているとのことであった。 

しかし、私は、当時、脱退手当金の制度を知らなかったし、昭和 33 年

２月にＡ社Ｂ工場を退職して故郷のＣ市に帰り、申立期間に係る脱退手当

金を請求も受給もした覚えは無いので、申立期間を厚生年金保険被保険者

期間と認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が勤務していたＡ社は、「当社では、当時、当社を退職する者に対

し、脱退手当金の制度の説明を行い、脱退手当金の受給を希望する者が記載

した裁定請求書をその者に代わって社会保険事務所に提出する便宜を図って

いたが、その者の委任に基づく代理請求は行っていなかった。」としている

ところ、申立期間に係る脱退手当金は、Ａ社Ｂ工場に係る厚生年金保険被保

険者資格喪失日から約１年後の昭和 34 年２月 24 日に支給された記録となっ

ており、事業主が申立人の委任を受けて代理請求したとは考え難い。 

また、戸籍謄本により、申立人は昭和 33 年＊月＊日に婚姻していること

が確認できるところ、申立人の厚生年金保険被保険者台帳（いわゆる旧台

帳）、Ａ社Ｂ工場に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿及び申立人の厚

生年金保険被保険者台帳索引票のいずれにおいても、申立人の氏名の変更処

理がなされておらず、申立期間の脱退手当金は旧姓で請求されたものと考え



                      

  

られるが、婚姻後、約１年を経ているにもかかわらず、申立人が旧姓で脱退

手当金を請求したとは考え難い。 

これらの理由及びその他の事情などを総合的に判断すると、申立人は、申

立期間に係る脱退手当金を受給したとは認められない。 

 



                      

  

長崎厚生年金 事案 534 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に支給された各賞与において、３万円及び４万 6,000

円の標準賞与額に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されて

いたと認められることから、申立期間①の標準賞与額は３万円、申立期間②

の標準賞与額は４万 6,000 円に訂正することが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を

納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 29 年生 

    住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： ① 平成 17 年３月 25 日 

② 平成 18 年３月 30 日 

Ａ社から支給された申立期間①及び②の賞与から厚生年金保険料が控除

されていたが、社会保険庁（当時）の記録では、当該賞与の記録が無いの

で、私の年金記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が所持している申立期間に係る給与支給明細書及びＡ社から提出さ

れた平成 17 年分及び 18 年分の賃金台帳の写しにより、申立人は、申立期間

①は３万円及び申立期間②は４万 6,000 円の標準賞与額に基づく厚生年金保

険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められる。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につい

ては、事業主は、申立期間に係る賞与支払届を社会保険事務所（当時）に提

出していないこと、及び当該保険料を納付していないことを認めていること

から、社会保険事務所は、申立人の申立期間に係る標準賞与額に基づく保険

料について納入の告知を行っておらず、事業主は、申立期間に係る保険料を

納付する義務を履行していないと認められる。 

 



                      

  

長崎厚生年金 事案 535 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除さ

れていたと認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）における資

格取得日に係る記録を平成 13 年６月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月

額を 20 万円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 53 年生 

    住 所 ：  

                     

２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 平成 13 年６月１日から同年７月１日まで 

私は、平成 13 年４月１日から同年８月 29 日まで、Ａ社に勤務していた。 

私が所持している平成 13 年６月分及び同年７月分の給料明細書により、

それぞれの月の給与から厚生年金保険料が控除されていることが確認でき

るのに、申立期間において、Ａ社に係る厚生年金保険被保険者記録が確認

できないことに納得できないので、申立期間を厚生年金保険被保険者期間

と認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録により、申立人は、申立期間を含む平成 13 年４月１

日から同年８月 29 日までの期間において、Ａ社に勤務していたことが確認

できる。 

また、申立人から提出されたＡ社と記載された申立人の平成 13 年６月分

から同年８月分までの給料明細書の写しを見ると、同年６月分及び同年７月

分の給与から厚生年金保険料が控除され、同年８月分の給与からは厚生年金

保険料が控除されていないことが確認できるところ、オンライン記録上、申

立人は、Ａ社に係る厚生年金保険被保険者資格を同年７月１日に取得し、同

資格を同年８月 30 日に喪失していることが確認できる。 

これらを総合的に判断すると、申立人は、申立期間において、厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたものと認められる。 



                      

  

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人から提出された給料明

細書の保険料控除額から、20 万円とすることが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かにつ

いては、Ｂ社は不明としているが、Ｂ社から提出された申立人の健康保険厚

生年金保険被保険者資格取得確認および標準報酬決定通知書の写しには、申

立人の資格取得年月日は平成 13 年７月１日と記載され、オンライン記録と

一致していることから、事業主は、オンライン記録どおりの届出を行ってお

り、その結果、社会保険事務所(当時)は、申立人に係る同年６月分の保険料

について納入の告知を行っておらず、事業主は、申立人の申立期間に係る保

険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

 



                      

  

長崎厚生年金 事案 541 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、平成９年４月 30 日から同年７月１日までの

期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めら

れることから、申立人のＡ社における資格喪失日に係る記録を同年７月１日

に訂正し、当該期間の標準報酬月額を 44 万円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 11 年生 

    住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 平成９年４月 30 日から 10 年１月１日まで 

私は、Ａ社に平成７年３月から 10 年１月ごろまで勤務していたが、社

会保険事務所（当時）に私の厚生年金保険の加入記録を照会したところ、

Ａ社に係る厚生年金保険被保険者資格の喪失日が９年４月 30 日となって

おり、申立期間の被保険者記録が欠落していることが分かった。 

当時の給与明細書等は保管していないが、私が銀行に発行してもらった

預金取引明細表により、Ａ社から申立期間の給与が支給されていることが

確認できるので、申立期間を厚生年金保険被保険者期間と認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録及び同僚の証言から、申立人が、申立期間において、

Ａ社に継続して勤務していたことが確認できる。 

また、申立期間のうち、平成９年４月 30 日から同年７月１日までの期間

については、申立人から提出された預金取引明細表の写し（平成８年 11 月

27 日から 10 年４月 23 日まで）によると、同年 12 月 24 日までは、Ａ社か

ら申立人の銀行預金口座に給与が入金された記録が確認できるところ、８年

12 月から９年７月までの各月の給与の入金額は、同年１月を除き同額であ

ることが確認できる。 

さらに、当該預金取引明細表の写しにより、平成９年 12 月 24 日に給与が

Ａ社から入金された後は、Ａ社からの入金記録が確認できないところ、申立



                      

  

人及び同僚の一人は、「会社から、平成９年 12 月分及び 10 年１月分の給与

が支給されなかったので、未払賃金の立替払いを受けた。」としていること

を踏まえると、同年 12 月 24 日に入金された給与は、同年 11 月分の給与と

推認され、Ａ社は、申立人が勤務した月分の給与を翌月に支給し、厚生年金

保険料についても、翌月に支給した給与から控除していたものと推認される。 

加えて、閉鎖登記簿謄本により、申立人は、申立期間当時、Ａ社の取締役

であったことが確認できるものの、申立人は、「会社の登記をするときに、

社長から、『名前を貸してくれ。』と言われたことを覚えており、そのため

に取締役になったものと思う。しかし、私は、現場の業務を担当しており、

経理や社会保険の手続等の事務がどのように行われていたのかは知らな

い。」としており、Ａ社の事業主であった者は、「申立人は名前だけの役員

であり、会社の重要事項については妻と相談して、私が決定していた。平成

９年４月 30 日にＡ社が、厚生年金保険の適用事業所ではなくなった手続に

ついて、申立人は関与していない。」と証言していることから、申立人は、

当時、Ａ社が厚生年金保険の適用事業所ではなくなっていたことを知らなか

ったものと認められる。 

なお、オンライン記録により、Ａ社は平成９年４月 30 日に厚生年金保険

の適用事業所ではなくなっていることが確認できるが、Ａ社の事業主であっ

た者は、「申立期間当時、20 人ぐらいの従業員がいたと思う。」としてい

るところ、Ａ社が厚生年金保険の適用事業所ではなくなった日（平成９年４

月 30 日）と同日付けで被保険者資格を喪失している者が 16 人（申立人及び

事業主を含む。）確認できる上、そのうちの１人（前述の同僚）は、「平成

10 年１月ごろ、突然、会社に来なくてもいいと言われたが、その時点で従

業員は十数人いた。」としているほか、閉鎖登記簿により、Ａ社は、法人の

事業所であり、13 年１月５日に解散していることが確認できることから、

申立期間において、Ａ社は、当時の厚生年金保険法に定める適用事業所の要

件を満たしていたものと判断される。 

これらを総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、平成９年４月

30 日から同年７月１日までの期間に係る厚生年金保険料を事業主により給

与から控除されていたと認められる。 

また、当該期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社に係る平成９年

３月の社会保険事務所の記録から、44 万円とすることが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かにつ

いては、事業主は、当該期間において、適用事業所でありながら、社会保険

事務所に全喪届の提出を行ったものと認められることから、社会保険事務所

は、申立人に係る平成９年４月から同年６月までの保険料の納入の告知を行

っておらず(社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、その後に納付さ

れるべき保険料を充当した場合又は保険料を還付した場合を含む。)、事業



                      

  

主は、当該期間に係る保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

一方、申立期間のうち、平成９年７月１日から 10 年１月１日までの期間

については、申立人から提出された預金取引明細表の写しによると、８年

12 月から９年 12 月までの各月に給与がＡ社から振り込まれていることが確

認できるところ、ⅰ）９年８月から同年 10 月までの各月に振り込まれた給

与の金額は、申立人のＡ社に係る被保険者記録が確認できる同年３月分の給

与額に基づく標準報酬月額に見合う厚生年金保険料額等を加えた額とおおむ

ね一致していること、ⅱ）同年 11 月及び同年 12 月の各月に振り込まれた給

与の金額は、いずれも同年３月分の給与として支給された金額よりもかなり

低い額となっていること、ⅲ）申立人は、前述のとおり、「平成９年 12 月

分及び 10 年１月分の給与は、未払賃金の立替払いを受けた。」としている

ことを踏まえると、Ａ社は、申立人の給与から当該期間に係る厚生年金保険

料を控除していなかった可能性がうかがえる。 

このほか、当該期間において、事業主により申立人の厚生年金保険料が給

与から控除されていた事実をうかがわせる関連資料及び周辺事情は見当たら

ない。 

これらを総合的に判断すると、申立期間のうち、平成９年７月１日から

10 年１月１日までの期間については、申立人が厚生年金保険被保険者とし

て当該期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたと

認めることはできない。 

 



                      

  

長崎国民年金 事案 630 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 36 年 10 月から 38 年６月までの期間、同年９月から 43 年

８月までの期間及び 59 年５月から 62 年３月までの期間の国民年金保険料

については、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ： 大正 13 年生 

    住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間  ： ① 昭和 36 年 10 月から 38 年６月まで 

          ② 昭和 38 年９月から 43 年８月まで 

          ③ 昭和 59 年５月から 62 年３月まで 

私は、昭和 36 年に国民年金制度が発足した当初から、国民年金に加

入し、37 年７月にＡ県に引っ越すまでは、Ｂ市Ｃ町内にあった婦人会

を通じて国民年金保険料を納付していた。Ａ県に引っ越した同年８月か

らは、集金に来ていた女性に数か月分の国民年金保険料をまとめて納付

していた。また、60 歳になった 59 年＊月に国民年金の任意加入手続を

行い、国民年金保険料を納付していたので、申立期間を国民年金保険料

納付済期間と認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①のうち、昭和 36 年 10 月から 37 年７月までの期間について

は、申立人の一つ目の国民年金手帳記号番号は、国民年金制度発足当初に

夫婦連番で払い出され、当該期間直前の 36 年４月から同年９月までの国

民年金保険料は夫婦ともに納付済みとされているところ、申立人は、当初、

「国民年金保険料の納付はすべて夫が行っていた。」と主張していたが、

その後、「夫が昭和 36 年 10 月に仕事の都合でＡ県に行くことになり、私

は、家の処分等をした上で、37 年７月ごろにＡ県に引っ越した。Ａ県に

引っ越すまでの国民年金保険料は、婦人会の納付組織を通じて納付してい

た。」に主張を変更したものの、Ｂ市は、「その当時のことを覚えている

職員はおらず、昭和 36 年当時の資料は既に処分して確認できないが、保

管している資料から見て、50 年から 52 年ごろに当市の国民年金保険料の



                      

  

納付組織の多くが立ち上げられていったものと考えられ、国民年金制度が

発足した当初に納付組織で国民年金保険料を納付していた人はほとんどい

なかったと思う。」としており、当該期間における納付組織での収納状況

が不明であること、及びオンライン記録上、申立人の夫は、36 年 10 月か

らＤ市に所在する事業所に勤務し、厚生年金保険の被保険者となっている

ことが確認できることを踏まえると、当該期間直前の同年４月から同年９

月までの国民年金保険料は、当初、申立人が主張していた申立人の夫が納

付し、申立人の夫が同年 10 月にＤ市に所在する事業所に勤務してからは、

申立人の夫は申立人の当該期間の国民年金保険料を納付することができな

くなった可能性を否定できない。 

また、申立期間①のうち、昭和 37 年８月から 38 年６月までの期間及び

②については、申立人の一つ目の国民年金手帳記号番号に係る特殊台帳を

見ると、「不在確認 昭和 37 年 12 月 19 日」と記載されていることが確

認でき、少なくとも 37 年 12 月の時点では、行政側が申立人の所在を把握

できなくなっていたものと考えられること、及び申立人は、前述のとおり

37 年７月ごろにＡ県に引っ越しており、その際に「国民年金の手続を行

ったことは無く、43 年９月ごろに一度だけ国民年金の手続を行ったこと

を覚えている。」としているところ、国民年金手帳記号番号払出簿及びオ

ンライン記録により、申立人の二つ目の国民年金手帳記号番号が 43 年９

月にＡ県Ｅ市で払い出され、同年９月の国民年金保険料から納付されてい

ることが確認できることを踏まえると、申立人が当該期間の国民年金保険

料を納付していたとは考え難い。 

さらに、申立期間③については、オンライン記録上、国民年金の未加入

期間であり、国民年金保険料を納付することはできなかったものと考えら

れる上、当該期間は、申立人が 60 歳に到達した直後の期間であるところ、

申立人は、「私が 60 歳になったときに改めて国民年金の加入手続をした

ことは無い。」としており、当該期間当時、別の国民年金手帳記号番号が

払い出されていたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

加えて、申立人が申立期間に係る国民年金保険料を納付していたことを

示す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、ほかに申立期間の国民年

金保険料を納付していたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 

 



                      

  

長崎国民年金 事案 631 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 37 年４月から 38 年 12 月までの国民年金保険料について

は、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 10 年生 

    住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 37 年４月から 38 年 12 月まで 

私は、昭和 37 年＊月に結婚するまでは、父親が経営していた会社で

働いていたが、婚姻後は、夫が経営していた会社の社員として働いてい

た。婚姻後、しばらくして、父親から、「こちらの会社での厚生年金保

険については、脱退手当金を受給したから、そちらで国民年金に加入す

るように。」と言われたので、時期を明確には覚えていないが、39 年

１月ごろにＡ市役所で国民年金の加入手続を行い、そのときに 20 か月

分の国民年金保険料をさかのぼって納付した。その当時の１か月当たり

の国民年金保険料は 100 円で、納付したときに国民年金手帳に検認印を

押してもらったことを覚えている。申立期間を国民年金保険料納付済期

間と認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の国民年金手帳記号番号の払出しは、昭和 40 年９月 29 日であり、

その時点では、申立期間の一部は時効により国民年金保険料を納付するこ

とはできなかったものと考えられる上、申立期間当時、別の国民年金手帳

記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

また、申立人は、「昭和 39 年１月ごろに、私がＡ市役所で国民年金の

加入手続を行い、そのときに 20 か月分の国民年金保険料をさかのぼって

納付した。同年１月以降の国民年金保険料については、夫が経営する会社

の会計担当者であった夫の弟が家族４人分（申立人夫婦、申立人の義母及

び義弟）を納付していた。」と主張しているところ、申立人の特殊台帳に

よると、昭和 39 年４月から 40 年３月までの国民年金保険料を同年 11 月

19 日に過年度納付により納付し、同年４月から 41 年３月までの国民年金



                      

  

保険料を同年１月 26 日に現年度納付により納付した後、申立期間直後の

39 年１月から同年３月までの国民年金保険料を 41 年３月 28 日に過年度

納付により納付していること、及び昭和 41 年度の国民年金保険料を期

（３か月）単位で現年度納付により納付していることが確認できることを

踏まえると、申立人の義弟が申立人を含めた家族４人分の国民年金保険料

を納付するようになったのは、41 年度からと考えられる。 

さらに、申立期間に国民年金保険料を納付したことを示す関連資料（家

計簿、確定申告書等）が無く、ほかに申立期間の国民年金保険料を納付し

たことをうかがわせる事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 

 



                      

  

長崎国民年金 事案 632 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 50 年５月から 53 年９月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 30 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 50 年５月から 53 年９月まで 

私は、母親から、私の 20 歳の誕生日から半年ほど経ったころにＡ市

役所から国民年金保険料の納付書が送られてきたので、昭和 50 年５月

分の国民年金保険料から納付していたと聞いている。その後、時期は不

明であるが、母親から年金手帳や領収証書等を渡されたものの、平成

19 年８月に引っ越しをした際、年金手帳に記録が記載されているので

領収証書等は不要と思い、破棄してしまった。 

しかし、母親が申立期間の国民年金保険料を納付していたことは間違

いないので、申立期間を国民年金保険料納付済期間と認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の国民年金手帳記号番号の払出しは、昭和 56 年１月ごろと推認

でき、その時点では、申立期間は時効により国民年金保険料を納付するこ

とはできなかったものと考えられる上、申立期間当時、別の国民年金手帳

記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

また、申立人の特殊台帳により、申立期間直後の昭和 53 年 10 月から

54 年３月までの国民年金保険料を 56 年１月に、54 年４月から 55 年３月

までの国民年金保険料を 56 年６月に過年度納付により納付していること

が確認できることから、申立人の母親は、申立人の国民年金手帳記号番号

が払い出された同年１月の時点で、時効にかからない 53 年 10 月から 54

年３月までの過年度納付が可能な期間について、国民年金保険料を納付し

たものと考えるのが自然であるとともに、その後、同年４月から 55 年３

月までの国民年金保険料を 56 年６月に過年度納付により納付した上で、

昭和 55 年度以降の国民年金保険料から現年度納付により納付していたも



                      

  

のと考えられる。 

さらに、申立人の母親が申立期間に係る国民年金保険料を納付していた

ことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、ほかに申立期間に

係る国民年金保険料を納付していたことをうかがわせる事情も見当たらな

い。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 

 



                      

  

長崎厚生年金 事案 530（事案 155 の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ： 大正 14 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間  ： 昭和 17 年６月１日から 20 年８月 21 日まで 

私は、申立期間において、Ａ社に勤務していたが、社会保険事務所

（当時）の記録では脱退手当金を受給したことになっていることから、

申立期間に係る年金記録確認の申立てをしたところ、平成 21 年１月に

年金記録の訂正は必要でないとする通知をもらった。 

その後、当時、同じ事業所に勤務し、私と同様に脱退手当金を受給し

たことになっていた方が、年金記録確認の申立てをしたところ申立てが

認められたことを知った。また、新たに当時の同僚の氏名なども思い出

したので、改めて調査した上で、申立期間を厚生年金保険被保険者期間

と認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間に係る申立てについては、Ａ社に係る厚生年金保険被保険者資

格を取得していた者の多くに、脱退手当金が支給されたとする記録が確認

できる上、申立人の脱退手当金が支給されたとする日やその前後の期間に

おいても、複数の者に脱退手当金が支給されたとする記録が確認でき、事

業所による脱退手当金の代理請求が行われていた可能性がうかがえること、

申立人の厚生年金保険被保険者台帳（いわゆる旧台帳）においても、脱退

手当金が支給された記録となっており、支給額に計算上の誤りは無く、一

連の事務処理に不自然な点は認められないことなどから、既に、当委員会

の決定に基づき、平成 21 年１月８日付けで年金記録の訂正は必要でない

とする通知が行われている。 

今回、申立人は、申立期間当時、Ａ社に勤務し、申立人と同様に脱退手

当金を受給したことになっていた方の申立てが認められたこと、及び新た



                      

  

に同僚の氏名などを思い出したことを理由として再申立てをしているもの

の、申立てが認められた者は、Ａ社に係る健康保険労働者年金保険被保険

者名簿に氏名が誤って記載されているなど、申立人とは事情が異なってお

り、同じ事業所に係る申立てが認められたことをもって申立人の主張を認

めることはできない。 

また、申立人が新たに思い出したとする同僚、申立てが認められた者及

びその同僚に事情を聴取しても、申立人が脱退手当金を受給していないこ

とをうかがわせる証言を得ることはできなかった。 

その他に委員会の当初の決定を変更すべき新たな事情は見当たらないこ

とから、申立人が、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認

めることはできない。 

 



                      

  

長崎厚生年金 事案 531 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和４年生 

    住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 22 年４月から 27 年 10 月３日まで 

私は、昭和 22 年４月にＡ市にあったＢ社の工場にアルバイトとして

採用され、次の職に就く直前の 27 年 10 月ごろまで勤務していた。Ｂ社

に係る厚生年金保険被保険者記録を社会保険事務所（当時）に照会した

ところ、被保険者記録が確認できなかったが、申立期間において、Ｂ社

に勤務していたことは間違いないので、申立期間を厚生年金保険被保険

者期間と認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が勤務していたとするＡ市にあったＢ社の工場は、オンライン記

録から、Ｂ社Ｃ工場と推認されるところ、申立期間において、Ｂ社Ｃ工場

に係る厚生年金保険被保険者記録が確認できる者の証言により、申立人は、

少なくとも申立期間の一部において、Ｂ社Ｃ工場に勤務していたものと推

認される。 

しかし、Ｂ社の財務経理業務を継承したＤ社は、「当時の従業員名簿は

保管しておらず、申立てどおりの届出、保険料納付及び保険料控除を行っ

たかどうかは不明である。また、正社員以外の者を厚生年金保険に加入さ

せていたかどうかについても不明である。」としている上、Ｂ社Ｃ工場に

係る被保険者記録が確認できる者で事情を聴取できた一人は、「アルバイ

トは厚生年金保険に加入していなかったと思う。」としている。 

また、申立人が覚えている同僚二人のうち、一人については、オンライ

ン記録上、Ｂ社Ｃ工場に係る被保険者記録が確認できるものの、既に死亡

しており事情を聴取することができず、もう一人については、Ｂ社Ｃ工場

に係る被保険者記録が確認できないことなどから、その者を特定すること



                      

  

ができなかった上、前述の申立人を覚えている者に事情を聴取しても、申

立人の申立期間に係る厚生年金保険料の控除の事実をうかがわせる証言を

得ることはできなかった。 

さらに、Ｂ社Ｃ工場に係る申立期間及びその前後の期間の健康保険厚生

年金保険被保険者名簿を見ても、申立人の氏名は確認できない上、オンラ

イン記録上、申立期間当時、Ｅ県内において厚生年金保険の適用事業所で

あったことが確認できるＢ社のＦ工場及びＧ工場に係る申立期間及びその

前後の期間の被保険者名簿を見ても、申立人の氏名は確認できない。 

このほか、申立期間において、事業主により申立人の厚生年金保険料が

給与から控除されていた事実をうかがわせる関連資料及び周辺事情は見当

たらない。 

これらを総合的に判断すると、申立人は、厚生年金保険被保険者として

申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたと

認めることはできない。 



                      

  

長崎厚生年金 事案 532 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和７年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 26 年５月１日から 28 年５月１日まで 

私は、昭和 26 年１月から 28 年 11 月まで、Ａ社に勤務していた。途

中で退職したことはないにもかかわらず、勤務していた期間のうち、申

立期間に係る厚生年金保険被保険者記録が確認できないことに納得でき

ないので、申立期間を厚生年金保険被保険者期間と認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が、申立期間において、Ａ社に勤務していたことは、複数の同僚

の証言から推認できる。 

しかし、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿によると、当該

事業所が厚生年金保険の適用事業所となったのは昭和 28 年５月１日であ

り、申立期間において、当該事業所は厚生年金保険の適用事業所ではなか

ったことが確認できる上、申立人が覚えている複数の同僚は、いずれも当

該事業所における厚生年金保険の被保険者資格取得日が申立人と同日（昭

和 28 年５月１日）であることが確認できる。 

また、Ａ社は既に厚生年金保険の適用事業所ではなく、当時の事業主は

所在不明である上、当該事業所における被保険者記録が確認できる者のう

ち事情を聴取できた一人（被保険者記録が昭和 28 年５月１日から同年 11

月 24 日まで確認できる者）は、「厚生年金保険料が給与から控除された

のは、最後の６か月間だけであり、今さらどうして控除するのかと思った

ことを覚えている。」としており、申立期間に係る厚生年金保険料の控除

の事実をうかがわせる証言を得ることはできなかった。 

さらに、申立人が、Ａ社に勤務していたとする期間のうち、昭和 26 年

１月４日から同年５月１日までの期間については、Ｂ社に係る厚生年金保



                      

  

険の被保険者記録が確認できるところ、申立人と同様に、28 年５月１日

にＡ社に係る被保険者資格を取得し、26 年５月１日以前にＢ社に係る被

保険者記録が確認できる複数の者についても、申立期間において、Ｂ社に

係る被保険者記録は確認できない上、Ｂ社に係る人事記録等を引き継いだ

Ｃ社は、「Ａ社に係る書類は引き継いでおらず、申立人の在籍や保険料控

除については分からない。」としている。 

このほか、申立期間において、事業主により申立人の厚生年金保険料が

給与から控除されていた事実をうかがわせる関連資料及び周辺事情は見当

たらない。 

これらを総合的に判断すると、申立人が厚生年金保険被保険者として申

立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認

めることはできない。 

 



                      

  

長崎厚生年金 事案 533 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 10 年生 

    住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 27 年５月から 30 年４月まで 

私は、昭和 27 年５月ごろから 30 年４月ごろまでの期間において、Ａ

市内に本店があったＢ社がＣ市内に設けていた店舗に事務員として勤務

していたが、社会保険庁（当時）の記録では、申立期間は厚生年金保険

被保険者期間となっていないことが分かった。 

給与明細書等の資料は無いが、申立期間において、Ｂ社がＣ市内に設

けていた店舗に勤務していたことは間違いないので、申立期間を厚生年

金保険被保険者期間と認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が主張しているＡ市内に本店があったＢ社は、オンライン記録上、

Ｄ社（昭和 31 年６月にＥ社に名称変更）と推認されるところ、申立期間

において、Ｄ社に係る厚生年金保険被保険者記録が確認できる者の証言に

より、申立人は、少なくとも申立期間の一部において、Ｂ社がＣ市内に設

けていた店舗（以下「Ｆ店」という。）に勤務していたものと推認される。 

しかし、オンライン記録上、Ｆ店は厚生年金保険の適用事業所であった

ことが確認できない上、Ｄ社に係る申立期間及びその前後の期間の健康保

険厚生年金保険被保険者名簿を見ても、申立人が覚えているＦ店の同僚２

人の被保険者記録は申立人と同様に確認できないほか、申立期間及びその

前後の期間においてＤ社に係る被保険者記録が確認できる 23 人のうちで

事情を聴取することができた８人は、いずれも「私は、Ａ市内にあった事

務所で勤務していた。」と証言しており、これらの８人に、事情を聴取す

ることができなかったほかの 15 人の勤務地を確認したところ、不明の２

人を除く 13 人は、いずれもＡ市内のＢ社に勤務していた可能性がうかが



                      

  

えることから、Ｂ社は、何らかの事情により、Ａ市内のＢ社に勤務してい

た従業員のみを厚生年金保険に加入させ、Ｆ店の従業員は加入させていな

かった可能性を否定できない。 

また、Ｄ社は既に厚生年金保険の適用事業所ではなくなっている上、当

時の事業主は死亡しており、前述の８人に事情を聴取しても、申立人の申

立期間に係る厚生年金保険料の控除の事実をうかがわせる証言を得ること

はできなかった。 

このほか、申立期間において、事業主により申立人の厚生年金保険料が

給与から控除されていた事実をうかがわせる関連資料及び周辺事情は見当

たらない。 

これらを総合的に判断すると、申立人が厚生年金保険被保険者として申

立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認

めることはできない。 



                      

  

長崎厚生年金 事案 536 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 11 年生 

    住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 27 年 10 月１日から 29 年１月 10 日まで 

私は、申立期間において、Ａ社の運転手助手として勤務していたが、

当該事業所に係る厚生年金保険の加入記録が無いことに納得できない。 

Ａ社を退職した後に失業保険金を６か月間受給したことを覚えている

ので、申立期間を厚生年金保険被保険者期間と認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間当時、Ａ社に係る厚生年金保険被保険者記録が確認できる者の

証言により、申立人は、少なくとも申立期間の一部において、当該事業所

に勤務していたものと推認される。 

しかし、申立人が覚えている同僚８人のうち、申立人が覚えている姓の

みでは特定することができなかった３人を除く５人は、いずれもＡ社にお

ける被保険者記録が確認できるものの、そのうちの２人は、申立期間より

も後に当該事業所に係る被保険者資格を取得していることが確認できる上、

そのうちの１人は、申立人が上司であった者としていることを踏まえると、

申立人は、当該事業所に勤務していた期間を勘違いしている可能性も否定

できない。 

また、申立期間及びその前後の期間において、Ａ社に係る被保険者記録

が確認できる者で事情を聴取することができた５人のうちの３人は、いず

れも「Ａ社はＢ社が経営していたが、ほかにＣ社とＤ社もＢ社が経営して

いた。」と証言しているところ、Ａ社の事業主及び役員は所在不明であり、

事情を聴取することができないものの、Ａ社、Ｃ社及びＤ社に係る健康保

険厚生年金保険被保険者名簿を見ると、Ａ社の事業主は、Ｄ社の事業主で

もあり、かつ、Ｃ社の代理人（Ｃ社の事業主の長男）であることを踏まえ



                      

  

ると、これら三つの事業所は経営母体が同じであった可能性がうかがえる

こと、及び当該５人のうち、Ｃ社（昭和 27 年７月１日から 28 年 11 月１

日まで）及びＡ社（昭和 29 年８月１日から 30 年８月１日まで）に係る被

保険者記録が確認できる１人は、「私は、当初、Ｂ社が経営するＣ社に運

転手助手として昭和 27 年に入社し、運転免許証を取得した同年６月 30 日

以降に社長の運転手として勤務していた。29 年ごろまでＢ社に勤務して

いたが、Ａ社に行くことはほとんど無かった。」と証言しており、運転免

許証を取得した翌日にＣ社に係る被保険者資格を取得していることが確認

できることから、これら三つの事業所では、運転手助手について、運転免

許証を取得するまでの期間においては厚生年金保険に加入させていなかっ

た可能性も否定できない。 

さらに、Ａ社に係る申立期間及びその前後の期間の被保険者名簿を見て

も、申立人の氏名は確認できない上、Ｃ社及びＤ社に係る申立期間及びそ

の前後の期間の被保険者名簿にも、申立人の氏名は確認できないほか、Ｂ

社が厚生年金保険の適用事業所であったことも確認できない。 

このほか、申立期間において、事業主により申立人の厚生年金保険料が

給与から控除されていた事実をうかがわせる関連資料及び周辺事情は見当

たらない。 

これらを総合的に判断すると、申立人が厚生年金保険被保険者として申

立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認

めることはできない。 



                      

  

長崎厚生年金 事案 537（事案 117 の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 10 年生 

    住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 26 年 10 月４日から 32 年８月 21 日まで 

私は、申立期間において、Ａ社に勤務していたが、社会保険事務所

（当時）に私の厚生年金保険加入記録を照会したところ、申立期間は脱

退手当金が支給された記録となっていることが分かったことから、申立

期間に係る年金記録確認の申立てをしたところ、平成 20 年 11 月に年金

記録の訂正は必要でないとする通知をもらった。 

今回、新たな資料等は無いが、私は、脱退手当金を請求した覚えも受

給した覚えも無いので、申立期間を厚生年金保険被保険者期間と認めて

ほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間に係る申立てについては、申立人のＡ社に係る健康保険厚生年

金保険被保険者名簿には、脱退手当金が支給されていることを意味する

「脱」の表示が記されている上、支給額に計算上の誤りは認められず、申

立期間に係る厚生年金保険被保険者資格喪失日から約１か月後の昭和 32

年９月 27 日に支給されており、一連の事務処理に不自然な点は認められ

ず、ほかに申立人に対する脱退手当金の支給を疑わせる事情も見当たらな

いこと、及び申立人と同じ日に当該事業所の被保険者資格を取得し、申立

人が退職した日の約１か月後に退職している同僚は、「退職する際、会社

から脱退手当金の説明を受け、実家に帰る日を聞かれた。その日に書類と

お金が用意してあり、書類に氏名等を記載し、脱退手当金を受領した。制

度の説明は、退職する際に個別に行われていたようである。」としており、

当該事業所が脱退手当金の代理請求及び代理受領を行っていた可能性も否

定できないことから、既に、当委員会の決定に基づき、平成 20 年 11 月



                      

  

27 日付けで年金記録の訂正は必要でないとする通知が行われている。 

申立人は、今回、新たな資料等は無いが、脱退手当金を受給した覚えは

無いので、申立期間を厚生年金保険被保険者期間として認めてほしいと申

し立てているが、当該申立ての内容には、委員会の当初の決定を変更すべ

き新たな事情は認められない。 

また、Ａ社に係る被保険者記録が確認できる者のうち、新たに事情を聴

取できた二人は、いずれも「退職する際に、会社から脱退手当金に関する

説明を受けた。」としており、申立人が脱退手当金を受給していないこと

をうかがわせる証言を得ることはできなかった。 

その他に委員会の当初の決定を変更すべき新たな事情は見当たらないこ

とから、申立人が、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認

めることはできない。 

 



                      

  

長崎厚生年金 事案 538 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、船員保険被保険者として船員保険料を事

業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和７年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 22 年４月から 23 年３月１日まで 

私は、昭和 22 年４月にＡ社のＢ丸に乗船し、23 年３月からはＡ社の

Ｃ丸に乗船した。 

ところが、社会保険庁（当時）の記録では、Ｃ丸に乗船していたとき

の記録はあるが、Ｂ丸に乗船していたときの記録が無いことに納得がで

きない。 

当時の船員手帳は所持していないが、申立期間において、Ｂ丸に乗船

していたことは間違いないので、申立期間を船員保険被保険者期間と認

めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間当時にＡ社が所有する船舶に乗っていたときの状況

等を具体的に覚えており、少なくとも申立期間の一部において、Ａ社が所

有する船舶に乗船していたものと推認される。 

しかし、オンライン記録上、Ａ社が船員保険を初めて適用された日は不

明であるものの、Ａ社に係る船員保険被保険者名簿を見ると、50 人（申

立人、申立人の父親及び申立人が覚えている同僚７人を含む。）が昭和

23 年３月１日にＡ社に係る被保険者資格を取得しており、それ以前に被

保険者資格を取得した者が確認できないこと、及び同年３月１日にＡ社に

係る被保険者資格を取得していることが確認できる者で事情を聴取するこ

とができた５人のうちの１人は、「私は、Ａ社に昭和 21 年ごろに入社し

た。入社した当初は保険証が無かったが、23 年ごろに会社から保険証を

もらったことを覚えている。」と証言していることを踏まえると、Ａ社は

同年３月１日に初めて船員保険を適用されたものと考えられ、申立期間に



                      

  

おいて、Ａ社は船員保険を適用されていなかった可能性がうかがえる。 

また、時期は不明であるが、Ａ社に係る船員保険被保険者名簿において、

Ａ社は、Ｄ社に名称を変更したことが確認できるところ、Ｄ社は、「申立

人の在籍や給与から保険料を控除していたかなどについては、当時の資料

が無く、不明である。」としている上、Ａ社に係る被保険者記録が確認で

きる複数の者に事情を聴取しても、申立人の申立期間に係る船員保険料の

控除の事実をうかがわせる証言を得ることはできなかった。 

このほか、申立期間において、事業主により申立人の船員保険料が給与

から控除されていた事実をうかがわせる関連資料及び周辺事情は見当たら

ない。 

これらを総合的に判断すると、申立人が船員保険被保険者として申立期

間に係る船員保険料を事業主により給与から控除されていたと認めること

はできない。 

 



                      

  

長崎厚生年金 事案 539 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、船員保険被保険者として船員保険料を事

業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 24 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： ① 昭和 55 年 12 月 11 日から 56 年５月１日まで 

                          ② 昭和 56 年 11 月 24 日から 57 年５月 11 日まで 

申立期間①については、私は、マンニング業者（船員配乗のみを行う

貸渡業者）であるＡ社に雇用され、Ａ社の指示によりＢという船舶に乗

船していた。私が所持している船員手帳により、昭和 55 年 12 月 11 日

から 56 年９月 15 日まで、当該船舶に乗っていたことが確認できるにも

かかわらず、社会保険庁（当時）の記録では、私のＡ社に係る船員保険

被保険者資格の取得日は、同年５月１日となっており、申立期間①の記

録が確認できないことに納得できない。 

また、申立期間②については、雇用されていたマンニング業者は覚え

ていないが、私が所持している船員手帳により、Ｃという船舶に、昭和

56 年 11 月 24 日から 57 年５月 11 日まで乗船していたことが確認でき

るにもかかわらず、社会保険庁の記録では、申立期間②に係る船員保険

の加入記録が確認できないことに納得できない。 

当時の給与明細書等は保管していないが、乗船する際には、雇用され

ていたマンニング業者から船員保険証を受け取っていたことは間違いな

い上、船員手帳を所持している者が船員保険に加入していない場合、海

運局で雇用契約の認証を受けることできず、乗船することはできなかっ

たはずであるので、申立期間を船員保険被保険者期間と認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人から提出された船員手帳の写しにより、申立人は、申立期間①を

含む昭和 55 年 12 月 11 日から 56 年９月 15 日までの期間において、Ｂと

いう船舶に乗船していたこと、及び申立期間②において、Ｃという船舶に



                      

  

乗船していたことが確認できる。 

しかし、申立期間①については、当該船員手帳の写しにより、申立人が

乗船していたときの船長の氏名が確認できるところ、船長であった者は既

に死亡しており、事情を聴取することはできないものの、Ａ社に係る船員

保険被保険者名簿及びオンライン記録上、船長であった者の被保険者資格

の取得日は、申立人よりも後の 56 年６月１日となっていることが確認で

きる上、申立期間①当時、Ａ社に係る被保険者記録が確認できる者で事情

を聴取できた８人のうちの５人は、Ａ社に雇用され、かつ、それぞれが所

持している船員手帳の乗船記録とＡ社に係る被保険者記録は異なっている

としており、Ａ社は、必ずしもすべての従業員を入社後すぐに船員保険に

加入させていたわけではなかった可能性を否定できない。 

また、Ａ社は、商業登記簿上、既に解散している上、Ａ社の役員であっ

たことが確認できる者で事情を聴取できた３人は、いずれも「担当してい

た業務が異なるので、船員保険のことは何も分からない。」としているほ

か、申立人は、申立期間①当時の同僚を覚えておらず、前述の事情を聴取

できた８人からも、申立人の申立期間①に係る船員保険料の控除の事実を

うかがわせる証言を得ることはできなかった。 

さらに、申立期間②については、申立人は、マンニング業者を覚えてい

ないものの、申立人から提出された船員手帳の写し及びＤ社の当時の代表

取締役の証言により、申立人が乗船していたＣという船舶の当初の船舶所

有者は、Ｄ社がＥ国に設立した会社であったことが確認でき、当時の代表

取締役は、「Ｃという船舶に係るマンニング業者は、Ｆ市にあったＧ社だ

けであった。」と証言しているところ、オンライン記録上、Ｇ社は、厚生

年金保険のみを適用されており、船員保険を適用されていたことが確認で

きない上、申立期間②当時、Ｇ社に係る被保険者記録が確認できる者で事

情を聴取できた一人は、「Ｇ社は、船員保険に加入することができなかっ

たと聞いている。Ｃという名称の船舶は覚えているが、乗船していた船員

の保険等をどうしていたかなどについては覚えていない。」と証言してい

ることを踏まえると、申立期間②に係るマンニング業者であったＧ社は、

申立期間②当時、船員保険を適用されていなかった可能性がうかがえる。 

加えて、申立人は、申立期間②当時の同僚を覚えていない上、申立人か

ら提出された船員手帳の写しにより、申立人が乗船及び下船したときの船

長が確認できるところ、乗船していたときの船長であった者は、申立期間

②のうち、昭和 56 年 11 月 24 日から 57 年３月１日までの期間において、

Ｈ社に係る船員保険の被保険者記録が確認できるものの、申立人は、その

事業所には雇用されていないとしており、下船したときの船長であった者

は、申立期間②当時、船員保険の被保険者であったことが確認できないほ

か、Ｄ社、Ｇ社（厚生年金保険）及びＨ社に係る申立期間②及びその前後



                      

  

の被保険者名簿又はオンライン記録を見ても、申立人の氏名は確認できな

かった。 

このほか、オンライン記録上、申立人は、申立期間の国民年金保険料を

納付していることが確認できる上、申立期間において、事業主により申立

人の船員保険料が給与から控除されていた事実をうかがわせる関連資料及

び周辺事情は見当たらない。 

なお、申立人は、「海運局は、船員保険に加入していないと雇入認証を

することができなかったはずである。」と主張しているが、Ｉ運輸局は、

「平成 17 年１月４日以降については、通達により、雇入手続のときに船

員保険に加入していない者は雇用認証をすることができないこととなって

いるが、それ以前については、雇用認証に当たり、船員保険への加入は必

須条件とはなっていなかった。」としている。 

これらを総合的に判断すると、申立人が船員保険被保険者として申立期

間に係る船員保険料を事業主により給与から控除されていたと認めること

はできない。 

 



                      

  

長崎厚生年金 事案 540 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 18 年生 

    住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 35 年１月から 37 年６月まで 

私は、昭和 35 年１月ごろから 37 年６月ごろまで、Ａ社（現在は、Ｂ

社）Ｃ支店（社会保険庁（当時）の記録では、Ｄ社）で働いていたが、

社会保険庁の記録上、私のＡ社Ｃ支店に係る厚生年金保険被保険者記録

が確認できないことが分かった。当時、一緒に勤務していた同僚二人に

は、Ａ社Ｃ支店に係る被保険者記録が確認できるのに、私の記録が確認

できないことに納得できないので、申立期間を厚生年金保険被保険者期

間と認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

複数の同僚の証言により、申立人は、少なくとも申立期間の一部におい

て、Ａ社Ｃ支店に勤務していたものと推認される。 

しかし、Ｂ社は、「当時の資料等は既に廃棄しており、申立人の在籍、

保険料の控除等については不明である。」としており、申立人がＡ社Ｃ支

店に勤務していたことを覚えている複数の同僚も、申立人が勤務していた

時期までは覚えておらず、申立人が当該事業所に在籍していた期間を特定

できない上、当該事業所に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿及び原

票を見ると、申立人が覚えている同僚のうち、申立人が自分よりも前に入

社していたとする同僚の被保険者資格の取得日は、申立期間中の昭和 36

年６月１日となっているほか、当該事業所に係る被保険者記録が確認でき

る者で事情を聴取できた５人のうちの２人は、「当時、従業員の出入りが

激しく、様子を見るために、臨時という形態の従業員がいたと思うが、臨

時の従業員の場合、厚生年金保険には加入していなかったと思う。」、

「臨時で採用された従業員の場合には、厚生年金保険には加入していなか



                      

  

ったと思う。」とそれぞれ証言していることを踏まえると、当該事業所は、

必ずしもすべての従業員を入社後すぐに厚生年金保険に加入させていたわ

けではなかった可能性を否定できない。 

また、申立人が覚えている同僚を含む複数の者に事情を聴取しても、申

立人の申立期間に係る厚生年金保険料の控除の事実をうかがわせる証言を

得ることはできなかった。 

このほか、申立期間において、事業主により申立人の厚生年金保険料が

給与から控除されていた事実をうかがわせる関連資料及び周辺事情は見当

たらない。 

これらを総合的に判断すると、申立人が厚生年金保険被保険者として申

立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認

めることはできない。 



                      

  

長崎厚生年金 事案 542 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 24 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 43 年３月１日から 45 年３月１日まで 

私は、当時、Ａ市にあったＢ社に、学校の推薦により、昭和 43 年３

月に事務員として採用され、採用と同時に勤務することとなり、45 年

２月末まで勤務していた。 

当時の同僚の氏名や厚生年金保険料が給与から控除されていたかどう

かについては覚えていないが、申立期間において、Ｂ社に勤務していた

ことは間違いないので、申立期間を厚生年金保険被保険者期間と認めて

ほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ｂ社に係る厚生年金保険被保険者記録が確認できる複数の者の証言によ

り、申立人が、少なくとも申立期間の一部において、Ｂ社に事務員として

勤務していたことは推認できる。 

しかし、申立人と同じ昭和 43 年３月ごろに事務員として採用されたと

している者のＢ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者原票を見ると、被

保険者資格取得日を同年４月１日として同年５月 21 日に進達されている

ことが確認できるとともに、その者のＢ社に係る雇用保険の被保険者資格

取得日が同年８月１日とされていることが確認できるところ、申立人のＢ

社に係る雇用保険の加入記録は確認できない上、同年７月 25 日にＢ社に

係る被保険者資格を取得したことが確認できる者は、「私が昭和 43 年７

月ごろに採用されたときには、申立人とは別の事務員が一人だけ勤務して

いたことを覚えている。」と証言しているほか、同年７月 25 日よりも後

にＢ社に係る被保険者資格を取得したことが確認できる者で事情を聴取す

ることができた二人は、いずれも申立人を覚えていないことを踏まえると、



                      

  

申立人は、少なくとも同年８月よりも前にＢ社を退職した可能性を否定で

きない。 

また、Ｂ社は、「当時の資料は残っておらず、事務担当者も既に死亡し

ているため、申立てどおりの届出、保険料納付及び保険料控除を行ったか

どうかは不明である。」としており、申立期間において、Ｂ社に係る厚生

年金保険被保険者記録が確認できる８人（前述の証言者を含む。）に事情

を聴取しても、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の控除の事実をう

かがわせる証言を得ることはできなかった。 

このほか、申立期間において、事業主により申立人の厚生年金保険料が

給与から控除されていた事実をうかがわせる関連資料及び周辺事情は見当

たらない。 

これらを総合的に判断すると、申立人が厚生年金保険被保険者として申

立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認

めることはできない。 

 



                      

  

長崎厚生年金 事案 543 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間における厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録の訂

正を認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 19 年生 

    住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成８年１月１日から９年９月 24 日まで 

私は、申立期間において、Ａ社の代表取締役として役員報酬を得てお

り、厚生年金保険料についてもその報酬に応じた保険料が控除されてい

た。 

ところが、平成 20 年 11 月に社会保険事務所（当時）の訪問調査を受

けた際、「あなたの標準報酬月額は、平成８年１月１日付けで 26 万円

とされていたが、さかのぼって９年９月 30 日付けで９万 8,000 円に訂

正されている。」との説明を受けた。 

遡及
そきゅう

訂正をされた平成９年９月の時点では、厚生年金保険料の滞納は

無かったはずであり、遡及
そきゅう

訂正の手続をした覚えが無いにもかかわらず、

Ａ社が厚生年金保険の適用事業所ではなくなった後に私の標準報酬月額

が遡及
そきゅう

訂正により引き下げられていることに納得がいかないので、申立

期間の標準報酬月額を遡及
そきゅう

訂正される前の額に戻してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

オンライン記録によると、Ａ社が厚生年金保険の適用事業所ではなくな

った日（平成９年９月 24 日）の後の平成９年９月 30 日付けで、申立人の

８年１月から９年８月までの標準報酬月額が 26 万円から９万 8,000 円に

引き下げられていることが確認できる。 

しかし、商業登記簿謄本及び申立人の主張により、申立人は、申立期間

を含め遡及
そきゅう

訂正処理された平成９年９月 30 日の時点において、Ａ社の代

表取締役であったことが確認できる。 

また、申立人は、当初、「時期はよく覚えていないが、母親の５年分の

年金を一括して受給した際、それまでの滞納保険料を完済し、厚生年金保



                      

  

険をやめる手続をしたので、平成９年９月ごろには、滞納保険料は無かっ

たはずである。」としていたが、その後、「滞納保険料を完済したと思っ

ていたら、再び保険料の滞納が生じたとして社会保険事務所の職員が訪ね

てきたことがあり、後日、社会保険事務所まで抗議しに行ったことがあ

る。」としているところ、オンライン記録上、申立人の母親に係る老齢厚

生年金の裁定日は、Ａ社が厚生年金保険の適用事業所ではなくなった日

（平成９年９月 24 日）の１年以上前の平成８年８月１日となっており、

申立人に係る標準報酬月額が遡及
そきゅう

訂正処理された９年９月 30 日の時点に

おいては、当該事業所に係る保険料を滞納していた可能性を否定できない。 

さらに、申立人の妻は、「当時、私は経理の事務を手伝っていたが、社

会保険の事務は担当したことが無い。社会保険の事務は別の女性事務員が

担当していたと思う。」としているものの、オンライン記録により、その

女性事務員は平成５年３月１日にＡ社に係る厚生年金保険被保険者資格を

喪失していることが確認でき、申立人は、「女性事務員の被保険者資格喪

失日と当時の経営状態を考えると、女性事務員は平成５年３月ごろに辞め

たと思う。妻が社会保険に関する事務を担当したことが無いのであれば、

その事務を行うのは私しかいない。当社が厚生年金保険の適用事業所では

なくなったときには、従業員は家族の者とアルバイトの者しかいなかっ

た。」としているところ、オンライン記録により、当該事業所が厚生年金

保険の適用事業所ではなくなった時点（平成９年９月 24 日）における厚

生年金保険の被保険者は、代表取締役であった申立人のみであることが確

認できることから、申立人が自らの標準報酬月額の減額訂正処理について

関与していなかったとは認め難い。 

これらを総合的に判断すると、Ａ社の業務を執行する責任を負っている

代表取締役であった申立人が、申立期間に係る自らの標準報酬月額の減額

処理に関与しながら、当該減額処理が有効なものでないと主張することは

信義則上許されず、申立人の申立期間における厚生年金保険の標準報酬月

額に係る記録の訂正を認めることはできない。 

 



                      

  

長崎厚生年金 事案 544 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男（死亡） 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 22 年生 

    住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 43 年６月から 47 年２月まで 

② 昭和 63 年６月から同年８月まで 

夫は、申立期間①については、私の親戚の紹介でＡ社に入社し、Ａ社

Ｂ出張所で営業の仕事をし、申立期間②については、短期間ではあるが、

Ｃ市Ｄ町のビル内にあったＥ社に勤務していたはずである。 

しかし、社会保険庁（当時）の記録上、夫の申立期間における厚生年

金保険被保険者記録は確認できないが、夫がそれぞれの事業所に勤務し

ていたことは間違いないと思うので、申立期間を厚生年金保険被保険者

期間と認めてほしい。 

（注）申立ては、申立人の妻が、死亡した申立人の年金記録の訂正を求

めて行ったものである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①について、申立人の妻は、「夫は、Ａ社のＢ出張所で営業の

仕事をしていた。」としているところ、Ａ社Ｂ出張所に係る事業所別被保

険者名簿及びオンライン記録により、申立期間当時、Ａ社Ｂ出張所は既に

厚生年金保険の適用事業所ではなくなっていることが確認できる上、オン

ライン記録により、Ａ社が厚生年金保険を適用されたのは昭和 44 年２月

１日であることが確認できることから、申立期間①のうち、43 年６月か

ら 44 年２月１日までの期間において、Ａ社Ｂ出張所及びＡ社は、いずれ

も厚生年金保険の適用事業所ではなかったことが確認できる。 

また、申立人の妻の親戚については、オンライン記録上、Ａ社に係る被

保険者記録が確認できるものの、既に死亡しており事情を聴取することが

できない上、申立期間①において、Ａ社に係る被保険者記録が確認できる



                      

  

者で事情を聴取できた９人は、いずれも申立人を覚えておらず、申立人が

Ａ社に勤務していたことを特定することができなかった。 

さらに、Ａ社及びＡ社Ｂ出張所は既に厚生年金保険の適用事業所ではな

く、当時の事業主は死亡している上、当時の役員及び前述の９人に事情を

聴取しても、申立人の申立期間①に係る厚生年金保険料の控除の事実をう

かがわせる証言を得ることはできなかった。 

加えて、申立期間②について、オンライン記録上、Ｅ社は厚生年金保険

の適用事業所であったことが確認できない上、申立人の妻は、申立人が勤

務していた事業所の正確な名称、所在地、同僚の氏名等を覚えていないと

ころ、オンライン記録により、申立期間②当時、「Ｆ」又は「Ｇ」を含む

名称で厚生年金保険の適用を受けていた複数の事業所に係る厚生年金保険

被保険者記録を見ても、申立人の氏名を確認することができなかったほか、

申立人の妻が、申立人の勤務地であったと主張しているビルを所有してい

る会社に事情を聴取しても、申立期間②当時、「Ｆ」又は「Ｇ」を含む名

称の事業所が所在していた事実を確認することができなかった。 

このほか、申立期間において、事業主により申立人の厚生年金保険料が

給与から控除されていた事実をうかがわせる関連資料及び周辺事情は見当

たらない。 

これらを総合的に判断すると、申立人が厚生年金保険被保険者として申

立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認

めることはできない。 

 


